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米トレーサビリティ制度Ｑ＆Ａ ～生産者編～ 目次

【生産者関係】

（問１） 本年度から実施される米戸別所得補償制度モデル対策と米トレーサビリティ

法との関連を教えてください。

（問２） 生産者が農協に主食用米と加工用米、新規需要米を出荷する際には、どのよ

うな記録の作成・保存をする必要がありますか。

（問３） 生産者が農協に米穀の販売委託をした場合や農協に販売した場合には、具体

的に米トレーサビリティ法に基づく記録の作成・保存をどのようにすればよい

ですか。

(問４） 生産者が自家保有米の米と出荷米（販売用（委託を含む。））を区分すること

なく、カントリーエレベーター（ＣＥ）、ライスセンター（ＲＣ）にもみで出

荷した場合には、米トレーサビリティ法に基づく記録の作成・保存の取扱いは

どのようにすればよいですか。

（問５） 生産者が農協等に出荷せず、自ら生産した米穀の全量を自家消費した場合に

も記録の作成･保存をする必要があるのですか。

（問６） 生産者が庭先集荷業者に米穀を販売した際に、伝票等を受け取ることができ

なかった場合、どうすればよいのですか。

（問７） 作業受託で生産した米穀について、受託者の名義で米穀を販売するために土

地の所有者から米穀を仕入れた場合（あるいは、米の販売委託を受けた場合）、

また、受託料を米穀で受けた場合、どのような記録の作成・保存をする必要が

ありますか。

（問８） 利用権設定により水田を貸し出した水田所有者に対して、小作料の代わりに、

当該水田所有者の自家消費用として米を譲渡す場合、記録の作成・保存や産地

情報の伝達は必要ですか。

（問９） ファーマーズマーケットで米・米加工品を販売する場合、どのような記録の

作成・保存が必要ですか。

（問10） 種子（種もみ）を購入した場合、どのような記録の作成・保存をする必要が

ありますか。

（問11） 苗を購入したり、販売した場合、どのような記録の作成・保存をする必要が

ありますか。

（問12） 販売者自らが生産する未検査米穀を用いて米加工品を製造・販売する場合、

産地情報の伝達として、「国産」ではなく、都道府県名や市町村名など一般的

に知られた地名を伝達することは可能ですか。

（問13） 販売者自らが生産する未検査米穀を用い「おにぎり」を製造・対面ばら売り

販売する場合、「品種名」を伝達することは可能ですか。

（問14） インターネットにより一般消費者に販売した場合、どのような記録の作成・

保存が必要ですか。



- 2 -

（問15） 生産者が米穀を飲食店に直接販売した場合、どのような記録の作成・保存を

する必要がありますか。

（問16） 産地情報の伝達は、平成23年産米から対象ですか。

【ファーマーズマーケット等の運営主体関係】

（問17） 事業者として生産者から米・米加工品を購入し消費者へ販売する場合、当該

事業者はどのような記録の作成・保存をする必要がありますか。

（問18） 事業者として生産者から米・米加工品の販売委託を受け、消費者へ販売する

場合、当該事業者はどのような記録の作成・保存をする必要がありますか。

（問19） 農協や市町村等が施設の提供のみを行い、生産者グループが形式上・事実上

の販売者である場合、施設の所有者はどのような記録の作成・保存をする必要

がありますか。

【共通】

（問20） 米ぬかを出荷する場合、購入した事業者が米ぬかから砕米を取り出して販売

する可能性がある場合に、出荷する米ぬかの記録の作成・保存や産地情報の伝

達の必要はありますか。

（問21） 玄米、精米を調製する際に発生する「ふるい下」、「砕米」、「色選下米」等に

ついても、米トレーサビリティ法の対象になりますか。
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本Ｑ＆Ａにおいては、以下の略称を使用しております。

米トレーサビリティ法：「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関す

る法律」(平成21年法律第26号)

政令：「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令」(平

成21年政令第261号)

記録省令：「米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令」(平成21年財務省令・農

林水産省令第1号)

食糧法：「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」（平成６年法律第103号）

遵守事項省令：「米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令」（平成21年農

林水産省令第63号）

ＪＡＳ法：「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(昭和25年法律第

175号)

景品表示法：「不当景品類及び不当表示防止法」（昭和37年法律134号）

生産者：水稲、陸稲を生産している者
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（生産者関係）

（問１） 本年度から実施される戸別所得補償制度モデル対策と米トレ

ーサビリティ法との関連を教えてください。

（答）

１ 戸別所得補償制度モデル対策においては、自給率向上を図るため、主食用途以外

の米の生産を振興し、それに対し交付金が交付されることになります。

このため、戸別所得補償制度モデル対策の交付対象作物となる、加工用米、新規

需要米については、その定められた用途に確実に供給、使用させることとなり、本

法及び食糧法においては当該米穀の取引等の記録の作成・保存を義務付けることと

したところです。

２ また、食糧法についても改正され、加工用米、新規需要米等は定められた用途以

外への使用の禁止など、当該米穀の出荷販売事業者が遵守すべき用途限定米穀とし

てのルールが整備されところです。

３ 従って、当該米穀が定められた用途に即した流通が行われていないことが明らか

になった場合には、食糧法遵守事項違反となります。

また、戸別所得補償制度モデル対策の交付金が交付されない場合があります。

（問２） 生産者が農協に主食用米と加工用米、新規需要米を出荷する

際には、どのような記録の作成・保存をする必要がありますか。

（答）

生産者が農協に主食用米や加工用米、新規需要米を出荷する際には、米トレーサビ

リティ法第３条の取引等の記録の作成・保存（同法第６条）、同法第４条の産地情報の

伝達が必要となります。また、記録事項については、加工用米、新規需要米等の用途

限定米穀（遵守事項省令第１条第１項）である場合にあっては、他の記録事項に加え

その用途も記録する必要があります（記録省令第２条第１項第７号）。
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（問３） 生産者が農協に米穀の販売委託をした場合や農協に販売した

場合には、具体的に米トレーサビリティ法に基づく記録の作成

・保存をどのようにすればよいですか。

（答）

１ 生産者は、米穀の販売又は販売委託に関わらず、農協から発行される荷受明細、

販売伝票、利用明細等で記録省令第２条第１項の記録事項を満たしているものを保

存することによって、米トレーサビリティ法第３条の出荷記録の作成・保存（同法

第６条）をしたことなります。

２ なお、農協等への販売委託の場合、同法第３条第２項において、当該農協等が実

際に販売した相手方の氏名又は名称に代えて、販売委託先の氏名又は名称（○○農

協等）を記録することができることを定められています。

（問４） 生産者が自家保有米の米と出荷米（販売用（委託を含む。））

を区分することなく、カントリーエレベーター（ＣＥ）、ライス

センター（ＲＣ）にもみで出荷した場合には、米トレーサビリテ

ィ法に基づく記録の作成・保存の取扱いはどのようにすればよい

ですか。

（答）

１ 生産者が、自家保有米の米穀と出荷米（販売用（委託を含む））を区別することな

くＣＥ等に出荷した場合には、その全量について、米トレーサビリティ法第３条の

出荷記録の作成・保存（同法第６条）が必要です。

２ この場合、ＣＥ、ＲＣ又は農協から発行される、荷受明細、販売伝票、利用明細

等で記録省令第２条第１項の記録事項を満たしたものを保存することによって、同

法第３条の出荷記録の作成・保存（同法第６条）となります。
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（問５） 生産者が農協等に出荷せず、自ら生産した米穀の全量を自家

消費した場合にも記録の作成･保存をする必要があるのですか。

（答）

生産者が自ら生産した全ての米穀を飯米や縁故米などで自家消費した場合には、事

業に該当しませんので、米トレーサビリティ法に基づく記録の作成・保存の必要はあ

りません。

（問６） 生産者が庭先集荷業者に米穀を販売した際に、伝票等を受け

取ることができなかった場合、どうすればよいのですか。

（答）

１ 生産者が庭先集荷業者に米穀を販売した場合にも、米トレーサビリティ法第３条

の出荷記録の作成・保存（同法第６条）を行う必要があります。

２ この場合、記録省令第２条第１項の記録事項には相手の氏名又は名称も含まれま

すので、庭先集荷業者の場合であっても必ず連絡先の入った伝票等を受け取る、受

け取れなかった場合には、相手に尋ねるなどして、台帳等に漏れなく記録できるよ

うにする必要があります。

（注）平成２３年７月以降は、庭先集荷業者も生産者から産地情報の伝達を受ける必要がありま

す。

（問７） 作業受託で生産した米穀について、受託者の名義で米穀を販

売するために土地の所有者から米穀を仕入れた場合（あるいは、

米の販売委託を受けた場合）、また、受託料を米穀で受けた場

合、どのような記録の作成・保存をする必要がありますか。

（答）

１ 生産者同士の米穀の取引であっても、事業として譲渡しや譲受けをした場合には、

米トレーサビリティ法第３条の取引等の記録の作成・保存（同法第６条）が必要で

す。
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２ 受託料として米穀事業者間との間で譲受けがされた米穀であっても、同法第３条

の取引等の記録の作成・保存（同法第６条）が必要です。

（問８） 利用権設定により水田を貸し出した水田所有者に対して、小

作料の代わりに、当該水田所有者の自家消費用として米を譲渡

する場合、記録の作成・保存や産地情報の伝達は必要ですか。

（答）

１ 現金に代えて所要の対価として米穀等を米穀事業者との間で譲受け又は譲渡し等

がされた場合には、米トレーサビリティ法第３条の取引等の記録の作成・保存（同

法第６条）、同法第４条の産地情報の伝達が必要です。

２ ただし、水田所有者が、小作料として譲受けた米穀の全量を自家消費している場

合、一般消費者として米穀を購入していると考えられることから、取引等の記録の

作成・保存の必要はありませんが、同法第８条の産地情報の伝達が必要です（当該

水田所有者が米穀事業者の場合、上記１と同様の義務があります。）。

（問９） ファーマーズマーケットで米・米加工品を販売する場合、ど

のような記録の作成・保存が必要ですか。

（答）

１ 生産者が米穀を一般消費者へ販売する際は、出荷記録の作成・保存は不要ですが、

米トレーサビリティ法第８条の産地情報の伝達が必要です。

２ なお、ＪＡＳ法の玄米及び精米品質表示基準（平成12年３月31日農林水産省告示

第515号）に従うべきもの（一般消費者向け袋詰め玄米及び精米など）、及び加工食

品品質表示基準（平成12年３月31日農林水産省告示第513号）で原料原産地名の表示

が義務付けられているもの（もち）は当該品質表示基準に従い産地表示をする必要

があります（同法第８条第１項）。

３ 生産者がファーマーズマーケットの開設事業者へ米穀を販売する場合は、同法第

３条の出荷記録の作成・保存（同法第６条）、同法第４条の産地情報の伝達が必要で

す。
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（問10） 種子（種もみ）を購入した場合、どのような記録の作成・保

存をする必要がありますか。

（答）

１ 種子（種もみ）であっても米トレーサビリティ法第２条の米穀に該当しますので、

米穀事業者である生産者はその購入について、同法第３条の入荷記録の作成・保存

（同法第６条）が必要です。

２ なお、消毒された種子（種もみ）については、非食用としての用途が確定してい

るため、同法第３条の産地の記録は必要ありませんが、消毒されていない種子（種

もみ）については、産地の記録が必要です。

（問11） 苗を購入したり、販売した場合、どのような記録の作成・保存を

する必要がありますか。

（答）

苗は米トレーサビリティ法第２条の米穀ではないため、取引等の記録の作成・保存、

産地情報の伝達は必要ありません。

（問12） 販売者自らが生産する未検査米穀を用いて米加工品を製造・

販売する場合、産地情報の伝達として、「国産」ではなく、都

道府県名や市町村名など一般的に知られた地名を伝達すること

は可能ですか。

（答）

１ 米トレーサビリティ法においては、原材料となる米穀の産地情報の伝達について、

農産物検査法（昭和26年法律144号）に基づく農産物検査証明を根拠と義務付けてお

りませんので、川上の事業者から伝達された事実に即した内容であれば、未検査米

を原材料に用いていても都道府県名や市町村名など一般的に知られた地名を伝達す

ることは可能です。

２ なお、ＪＡＳ法の玄米及び精米品質表示基準（平成12年３月31日農林水産省告示

第515号）に従うべきもの（一般消費者向け袋詰め玄米及び精米など）、及び加工食
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品品質表示基準（平成12年３月31日農林水産省告示第513号）で原料原産地名の表示

が義務付けられているもの（もち）は当該品質表示基準に従い産地表示をする必要

があります（同法第８条第１項）。

（問13）販売者自らが生産する未検査米穀を用い「おにぎり」を製造・

対面ばら売り販売する場合、「品種名」を伝達することは可能

ですか。

（答）

１ 米トレーサビリティ法において、「品種名」の伝達は義務付けておらず、米加工品

について原料となる米穀の品種名の伝達に農産物検査法（昭和26年法律144号）に基

づく農産物検査証明を根拠とすることを義務付けている法律はありませんので、「品

種名」を伝達することは可能です。

２ 仮に「おにぎり」を製造・対面ばら売りする場合の「品種名」の伝達については、

景品表示法、不正競争防止法（平成５年法律第47号）等の関係法令の規定に留意す

るなど、事実に基づく伝達を行う必要があります。

（問14） インターネットにより一般消費者に販売した場合、どのよう

な記録の作成・保存が必要ですか。

（答）

１ 一般消費者への米穀の販売の際には、出荷記録の作成・保存は不要ですが、米ト

レーサビリティ法第８条の産地情報の伝達が必要です。

２ なお、ＪＡＳ法の玄米及び精米品質表示基準（平成12年３月31日農林水産省告示

第515号）に従うべきもの（一般消費者向け袋詰め玄米及び精米など）及び加工食品

品質表示基準（平成12年３月31日農林水産省告示第513号）で原料原産地名の表示が

義務付けられているもの（もち）は当該品質表示基準に従い産地表示をする必要が

あります（同法第８条第１項）。
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（問15） 生産者が米穀を飲食店に直接販売した場合、どのような記録

の作成・保存をする必要がありますか。

（答）

飲食店が米穀事業者として米穀を譲受けている場合には、生産者側も飲食店側も米

トレーサビリティ法第３条の出荷記録の作成・保存（同法第６条）が必要です。また、

生産者は同法第４条の産地情報の伝達も必要です。

（問16） 産地情報の伝達は、平成23年産米から対象ですか。

（答）

１ 米トレーサビリティ法においては、その周知期間や事業者に求められる義務への

準備期間等を考慮し、同法第３条、第４条、第８条の産地情報の記録・伝達につい

ては、平成23年７月１日を施行日としたところです。

２ この際の考え方としては、産地情報の伝達については、川上から産地情報が伝達

されることによって実施できるものであり、流通の中途から実施することは出来な

いことから、施行日以前に譲渡しされたもの（施行日以降に譲渡しされたものとの

ブレンド品を含む。）は除外することとされています。（同法附則第２条）

３ したがって、平成23年産米であっても平成23年７月１日以前に生産者から農協に

出荷されたものは対象になりません。一方、平成23年７月１日以降に生産者から農

協等に出荷されるものについては、同法第４条に基づく産地情報の伝達の対象とな

りますので、平成22年産より古い米であっても、一概に対象外と言えないことに留

意する必要があります。
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（ファーマーズマーケット等の運営主体関係）

（問17） 事業者として生産者から米・米加工品を購入し消費者へ販売

する場合、当該事業者はどのような記録の作成・保存をする必

要がありますか。

（答）

１ 事業者が生産者から米・米加工品を購入する際は、米トレーサビリティ法第３条

の入荷記録の作成・保存（同法第６条）が必要ですが、一般消費者への米穀の販売

の際には、出荷記録の作成・保存は必要ありません。

２ なお、ＪＡＳ法の玄米及び精米品質表示基準（平成12年農林水産省告示第515号）

に従うべきもの（一般消費者向け袋詰め玄米及び精米など）、及び加工食品品質表示

基準（平成12年農林水産省告示第513号）で原料原産地名の表示が義務付けられてい

るもの（もち）は当該品質表示基準に従い産地表示をする必要があります（米トレ

ーサビリティ法第８条第１項）。

（問18） 事業者として生産者から米・米加工品の販売委託を受け、消

費者へ販売する場合、当該事業者はどのような記録の作成・保

存をする必要がありますか。

（答）

１ 生産者からの販売委託を受け、米・米加工品等の対象品目を入荷する場合には、

米トレーサビリティ法第３条第２項によって適用する同法第３条第１項の入荷の記

録の作成・保存（同法第６条）が必要ですが、一般消費者への米穀の販売の際には、

出荷記録の作成・保存は必要ありません。

２ なお、ＪＡＳ法の玄米及び精米品質表示基準（平成12年農林水産省告示第515号）

に従うべきもの（一般消費者向け袋詰め玄米及び精米など）及び加工食品品質表示

基準（平成12年農林水産省告示第513号）で原料原産地名の表示が義務付けられてい

るもの（もち）は当該品質表示基準に従い産地表示をする必要があります（同法第

８条第１項）。
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（問19） 農協や市町村等が施設の提供のみを行い、生産者グループが

形式上・事実上の販売者である場合、施設の所有者はどのよう

な記録の作成・保存をする必要がありますか。

（答）

施設の提供しか行っていない者は、米穀事業者に該当しないことから、米トレーサ

ビリティ法第３条による記録の作成・保存を行う必要はありません。
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（共通）

（問20） 米ぬかを出荷する場合、購入した事業者が米ぬかから砕米を

取り出して販売する可能性がある場合に、出荷する米ぬかの記

録の作成・保存や産地情報の伝達の必要はありますか。

（答）

１ 川下の事業者が「米ぬか」から砕米を取り出すかどうかに関わらず、「米ぬか」と

して出荷している場合には「指定米穀等」に該当しないため、取引等の記録の作成

・保存、産地情報の伝達は必要ありません。

２ 一方、米油業者等から「米ぬか」と砕米を選別して利用する目的で「米ぬか」を

購入したいと申し出があった場合、「米ぬか」自体は対象品目には含まれないものの、

「米ぬか」から取り出した砕米は米トレーサビリティ法第２条の米穀に該当するた

め、以降の流通において、同法の義務を円滑に果たすことができるよう、産地情報

の伝達の要請があれば協力をお願いするとともに、同法第３条の取引等の記録の作

成・保存（同法第６条）をお願いします。

（問21） 玄米、精米を調製する際に発生する「ふるい下」、「砕米」、「色

選下米」等についても、米トレーサビリティ法の対象になりま

すか。

（答）

玄米、精米を調製する際に発生するふるい下米、砕米、色選下米についても、米ト

レーサビリティ法第２条の米穀（もみ、玄米、精米、砕米）に該当しますので、同法

第３条の取引等の記録の作成・保存（同法第６条）、同法第４条、第８条の産地情報の

伝達を行う必要があります。

以 上




